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（ 通 則 ）  

第 １ 条  石 手 川 ダ ム の 計 画 を 超 え る 洪 水 時 に お け る 操 作 規 則 第 １ ４

条 に 規 定 す る た だ し 書 き 操 作 （ 以 下 「 た だ し 書 き 操 作 」 と い う 。）

に つ い て は 、 こ の 要 領 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 次 の 各 号 に 揚 げ る 用 語 の 定 義 は そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

一  た だ し 書 き 操 作 開 始 水 位  

洪 水 調 節 容 量 の ８ 割 に 相 当 す る 貯 水 位 と し  

                Ｅ Ｌ  ２ １ ０ ． ０ ０ ｍ と す る 。  

 二  洪 水 時 最 高 水 位  

       石 手 川 ダ ム 操 作 規 則 に 定 め る 洪 水 時 最 高 水 位 と し  

               Ｅ Ｌ  ２ １ １ ． ５ ０ ｍ と す る 。  

 三  設 計 最 高 水 位 （ 上 限 水 位 ）  

       石 手 川 ダ ム 設 計 最 高 水 位 （ 上 限 水 位 ） は  

               Ｅ Ｌ  ２ １ ２ ． ６ ０ ｍ と す る 。  
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（ 局 長 の 承 認 等 ）  

第 ３ 条  所 長 は 、 操 作 規 則 第 １ ４ 条 に 定 め る 洪 水 調 節 を 行 っ て い る

場 合 に お い て 、 貯 水 位 が た だ し 書 き 操 作 開 始 水 位 を 越 え る こ と 及

び そ の 後 更 に 洪 水 時 最 高 水 位 を 越 え る こ と が 予 測 さ れ る 場 合 に は 、

た だ し 書 き 操 作 へ の 移 行 に 関 し て 、 四 国 地 方 整 備 局 長 （ 以 下 「 局

長 」 と い う 。） の 承 認 を 受 け る も の と す る 。  

 ２  所 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 局 長 の 承 認 を 受 け た 場 合 は 、 た だ

し 書 き 操 作 へ の 移 行 に 関 し て 、 別 表 － １ に 定 め る 関 係 機 関 に 通

知 す る と と も に 、 一 般 に 周 知 さ せ る た め に 必 要 な 措 置 を 執 る も

の と す る 。  

（ た だ し 書 き 操 作 へ の 移 行 ）  

第 ４ 条  所 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 局 長 の 承 認 を 受 け た 後 、 貯 水 位

が た だ し 書 き 操 作 開 始 水 位 に 達 し 、 今 後 さ ら に 洪 水 時 最 高 水 位 を

越 え る こ と が 予 測 さ れ る 場 合 に は 、 た だ し 書 き 操 作 に 移 行 す る も

の と す る 。  

 ２  所 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り た だ し 書 き 操 作 へ 移 行 し た 場 合 に

は 、 速 や か に 別 表 － １ に 定 め る 関 係 機 関 に そ の 旨 通 知 し な け れ

ば な ら な い 。  
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（ た だ し 書 き 操 作 ）  

第 ５ 条  た だ し 書 き 操 作 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う も

の と す る 。  

一  貯 水 位 が た だ し 書 き 操 作 開 始 水 位 を 越 え て か ら 放 流 量 が 流 入

量 と 等 し く な る ま で の 間 は コ ン ジ ッ ト ゲ ー ト 及 び ク レ ス ト ゲ ー

ト は 別 表 － ２ に 定 め る 貯 水 位 に 対 応 し た ゲ ー ト 開 度 と す る こ と 。 

二  前 号 に 規 定 す る 時 間 が 経 過 し た 時 か ら 流 入 量 が た だ し 書 き 操

作 に 移 行 し た 時 の 放 流 量 に 等 し く な る ま で の 間 は 、 貯 水 位 を 流

入 量 が 放 流 量 と 等 し く な っ た 時 の 貯 水 位 に 保 つ よ う 努 め る も の

と す る 。 た だ し 、 気 象 、 水 象 、 そ の 他 の 状 況 に よ り 特 に 必 要 が

あ る と 認 め る 場 合 に は 、 局 長 の 承 認 を 受 け た 上 で 、 貯 水 位 を 下

げ る こ と が で き る 。  

（ た だ し 書 き 操 作 の 解 除 ）  

第 ６ 条  前 条 に 規 定 す る 操 作 を 行 っ て い る 場 合 に お い て 、 流 入 量 が

最 大 と な っ た 時 を 経 て 流 入 量 が 計 画 最 大 放 流 量 に 等 し く な っ た 場

合 に は 、た だ し 書 き 操 作 を 解 除 し 、操 作 規 則 第 １ ５ 条 に 定 め る「 洪

水 調 節 等 の 後 に お け る 水 位 の 低 下 」 へ 移 行 す る も の と す る 。  

 

附 則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 元 年 ７ 月 ３ 日 か ら 適 用 す る 。  
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別 表 － １     （ 第 ３ 条 、 第 ４ 条 関 係 ）  

 

関 係 機 関  

関 係 機 関  備 考  （ 所 在 地 ）  

四 国 地 方 整 備 局  高 松 市 サ ン ポ ー ト 3 番 3  3 号  

愛 媛 県 河 川 港 湾 局  松 山 市 一 番 町 4－ 4－ 2  

松 山 市 消 防 局  松 山 市 本 町 6 丁 目 6－ 1  

愛 媛 県 警 察 本 部  松 山 市 南 堀 端 町 2－ 2  

伊 予 消 防 等 事 務 組 合  
松 前 消 防 署  伊 予 郡 松 前 町 筒 井 8 0 9 番 地 1  

N H K 松 山 放 送 局  松 山 市 堀 之 内 5  
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